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新城市公共施設個別施設計画（第２期）策定等支援業務委託 

公募型プロポーザル評価基準 

 

 １ 審査方針 

本業務の受注候補者の選定にあたっては、新城市公共施設個別施設計画（第

２期）策定等支援業務委託公募型プロポーザル実施要領並びに新城市公共施設

個別施設計画（第２期）策定等支援業務委託仕様書の関係書類をもとに提出さ

れた参加表明書・企画提案書等の内容、プレゼンテーション・ヒアリングによ

り、審査及び評価を実施する。 

 

２ 審査・評価の方法 

 審査は、書類審査（１次審査）、提案評価（２次審査）の２段階審査とし、

新城市公共施設個別施設計画（第２期）策定等支援業務委託プロポーザル評価

委員会において本評価基準により審査・評価する。 

 なお、企画提案要件を満たさない場合、失格とし、審査は行わない。 

 

 企画提案要件 

  提出された参考見積金額が実施要領「２ 事業費（予算額）」に示す金額を

超えている場合は失格とし、審査は行わない。 

 

書類審査（１次審査） 

  参加表明書、企画提案書及びその添付資料により、以下の評価基準に基づく

書類審査を行う。「１）事業者の信用度について」から「３）企画提案書」ま

での項目における審査に参加した委員が評価した点数の合計平均評価点を算

出し、上位３者以内を選定する。なお、１次審査の評価点が同点の場合、３）

企画提案書の評価点が高い者から順位を付ける。 

 

  １）事業者の信用度 

評価基準 配  点 

事業者の信用

度 

事業者概要等において、以下の項目の順位に応じて 

得点とする。 

①：同種又は類似業務の実績件数が多い順に、「10 点」

「８点」「６点」「４点」「２点」の得点とし、以下は

「０点」。 

②：事業者の保有する資本金額が多い順に、「10 点」

「８点」「６点」「４点」「２点」の得点とし、以下は

「０点」。 

③：事業者の総従業員数が多い順に、「10 点」「８点」
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「６点」「４点」「２点」の得点とし、以下は「０点」。 

評価点 ①、②、③の合計点数の上位３者の配点は、上位の者か

ら５点、４点、３点とする。①、②、③の合計得点の上

位３者に満たない場合、配点なし。 

なお、①の実績件数、②の資本金額、③の総従業員数が

それぞれ同数の場合、得点は同点とする。①、②、③の

合計得点が同点の場合、１：①の得点、２：②の得点、

３：③の得点の順に得点の多い順に評価点を付す。それ

でもなお同点の場合、同点順位とする。 

 

２）配置予定技術者 

評価基準 配 点 

配置予定技術

者 

以下の資格保有者に対して得点。 

④技術士（建設部門－都市及び地方計画）の資格保有  

 者１名につき「１点」。 

⑤RCCM（都市計画及び地方計画） 

 の資格保有者１名につき「１点」。 

ただし、１技術者が複数の資格を保有している場合、保

有する資格ごとに加点。 

評価点 ④、⑤の合計得点の上位３者の配点を上位の者から５点、

４点、３点とする。④、⑤の合計得点の上位３者に満た

ない場合、配点なし。 

なお、④、⑤の合計得点が同点の場合、１：④の得点、

２：⑤の得点の多い順に評価点を付す。それでもなお同

点の場合、同点順位とする。 

 

  ３）企画提案書 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

業務の目的、

内容等の理

解度 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 ５点 

評価着目点 ・業務の目的、内容、要件等を理解し、適切に業務内容へ反

映されているか。 

  

評価基準 配置比重 
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Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

取組体制・チ

ームの特徴 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 ５点 

評価着目点 ・適正な人員配置により体制が作られ、十分なサポート体制

が構築されている。 

・本委託に向けて作られたチームの特徴、特性が記載されて

いる。 

 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

業務工程表 極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 ５点 

評価着目点 ・効率的かつ効果的に事業を推進することができる具体的、

妥当性の高い工程となっている。 

 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

特に重視す

る業務遂行

上の配慮事

項 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 10 点 

評価着目点 ・「新城市公共施設等総合管理計画」及び「新城市公共施設

個別施設計画（第１期）」の内容を把握し、本委託業務を遂

行する上で、特に重視すべき配慮事項を整理し記述してい

る。 

 

提案評価（２次審査） 

企画提案書等に基づくプレゼンテーション・ヒアリングによる提案評価を実

施し、１次審査の評価点に加算し、最優秀提案者及び次点優秀提案者を選定す

る。 

ただし、「１）事業者の信用度について」から「５）ヒアリングについて」

までの項目における審査に参加した委員が評価した点数の合計平均が６０点

以上なければ最優秀提案者（契約候補者）として選定しない。 

 

４）テーマに対する提案 
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評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

テーマ１に

対する提案 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 15 点 

評価着目点 ・公共施設再配置素案の作成手法（調査・施設評価・再配置

モデル）が具体的に提案されている。 

 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

テーマ２に

対する提案 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 15 点 

評価着目点 ・公共施設再編における市民の主体性の確保について特に

配慮する事項及び、市民の主体性を高めるための方策が具

体的に提案されている。 

 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

テーマ３に

対する提案 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 15 点 

評価着目点 ・業務後の進捗管理を含めた公共施設マネジメントの本市

の推進体制のあり方が具体的に提案されている。 

 

５）プレゼンテーション・ヒアリングについて 

評価基準 配置比重 

Ａ（1.0） Ｂ（0.8） Ｃ（0.6） Ｄ（0.4） Ｅ（0.2） Ｆ（0） 

プレゼンテ

ーション・ヒ

アリングに

ついて 

極 め て 優

れる 

優れる 相当 やや劣る 劣る 不適格 

評価点 20 点 

評価着目点 ・企画提案書の見やすさ、分かりやすさ。 

・プレゼンテーションの分かりやすさ、業務に対する取組意

欲。 

・質問に対し、的確な回答であるか。 


